
　
み
な
さ
ん
は
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
ど
れ
く
ら
い
知
っ

て
い
ま
す
か
？
環
境
問
題
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
世
界
中
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
か
ら
そ
の
事
例
を
お
伝
え
し
な
が
ら
、

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
き
ま

す
。

「
プ
ラ
ご
み
問
題
」

　
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
、
と
て
も
多
く
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
製
品
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
手
軽

で
便
利
な
反
面
、
自
然
環

境
へ
与
え
る
ダ
メ
ー
ジ
が

大
き
く
深
刻
な
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。

【
こ
こ
に
注
目
！
】

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
欠
点

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
原
料

は
石
油
か
ら
作
ら
れ
、
軽

く
形
が
作
り
や
す
く
、
腐

ら
ず
長
持
ち
と
い
う
特
性

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
結

果
、
次
の
よ
う
な
欠
点
も

生
じ
ま
す
。

●�

石
油
は
限
り
あ
る
地
下
資
源
。
い
つ
か
は
、
地
球
上
か

ら
な
く
な
る
。

●�

自
然
界
で
は
細
か
く
分
解
さ
れ
る
が
、
長
く
残
っ
て
し

ま
う
。

●�

細
か
く
分
解
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
）
は
、
海
洋
生
物
や
人
の
健
康
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
。

　
で
は
、
わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　
当
た
り
前
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
こ
と

を
下
の
表
で
✓⃞
し
、
ち
ょ
っ
と
意
識
し
て
や
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

□�ルールに従ってごみの分
別をする

□�無料でも、プラスチック
のレジ袋は断る

□�買い物に備えマイバッグ
（エコバッグ）を持つ

□�外出時の水分補給のとき
は、マイボトルを使う

□�プラスチック製容器への
補充は、詰め替えパック
にする

□�テイクアウトなどでの、
使い捨てスプーンやフォ
ークをなるべく使わない

□�地域の清掃ボランティア
など積極的に参加する

□�プラスチックの便利なだ
けではなくデメリットに
ついて知る

□�海洋プラスチックやその
他のプラスチック問題に
ついて勉強してみる

スマホ相談窓口を開設します
スマートフォンの操作に不慣れな人が気軽にスマホの相談ができる「スマホ相談窓口」を開設します。
事前予約の上、ご利用ください。
・場所　利根町役場　５階�食堂
・日時　毎週水曜日（令和６年３月27日まで）閉庁日を除きます。
　　　　①午前10：00～　②�午前11：00～
・定員　①、②各回２名ずつ　計４名
・相談員　利根町役場職員
・持ち物　ご自身のスマートフォン
・予約方法　電話でのみ予約可能（先着順）
　毎月1日（閉庁日にあたる日は翌開庁日）からその月の予約ができます。
▼問い合わせ・予約申込先　利根町役場政策企画課　情報政策係　☎６８‒２２１１　内線332・334・335
・どの機種のスマホでも相談いただけます。ただし、料金や契約関連等、相談内容によっては対応できない場合があります。

☎☎０２９７―６８―８１５４０２９７―６８―８１５４

C O F F E E H O U S EC O F F E E H O U S E

〒 300-1604　利根町横須賀 804-1〒 300-1604　利根町横須賀 804-1
http://www.coffeetomtom.com/http://www.coffeetomtom.com/ス ペ シ ャ ル テ ィ コ ー ヒ ー を サ イ フ ォ ンス ペ シ ャ ル テ ィ コ ー ヒ ー を サ イ フ ォ ン

２杯立てゆったりとした空間で飲める店２杯立てゆったりとした空間で飲める店

窓口への持参 役場福祉課に提出してください。

郵送
〒 300-1696　利根町布川 841番地１
▶利根町役場　福祉課　障害福祉係（障がい者プランの場合）
▶利根町役場　福祉課　高齢介護係（高齢者保健福祉の場合）

メール fukushi@town.tone.lg.jp（障がい者プランの場合）
fukushi2@town.tone.lg.jp（高齢者保健福祉の場合）

ファックス 0297-68-6910

●意見等の公表
　提出いただいたご意見等については、氏名等の個人情報を除き、取りまとめの上、町の考え方を付して役場（行政棟
１階情報公開コーナー）、文化センター、図書館および生涯学習センターにて公表するとともに、町公式ホームページに
掲載します。
　なお、提出いただいたご意見等の個別の回答は行いませんのでご了承ください。

▼問い合わせ先　利根町役場　☎６８－２２１１
　福祉課　障害福祉係（内線１２８）　福祉課　高齢介護係（内線１３２）

利根町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）に対するパブリックコメントの実施について

　高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康で元気に暮らせるまちづくりを進めるために、利根町高齢者保健福祉計画・第９期
介護保険事業計画の策定を進めています。
　本計画の策定に当たって、広く町民の皆様から意見を収集するため、パブリックコメントを実施します。

利根町障がい者プラン（案）に対するパブリックコメントの実施について

　障がいの有無によらず、誰もがニコニコと安心して暮らせる明るいまちづくりを進めるため、利根町障がい者プラン（利根町
障害者福祉計画・利根町第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画）の策定を進めております。
　本計画の策定に当たって、広く町民の皆様から意見を収集するため、パブリックコメントを実施します。

上記どちらのご意見も下記のとおりお送りください

〇閲覧及び意見募集期間　１月５日㈮から２月５日㈪まで
〇計画案の閲覧方法
　役場（行政棟１階情報公開コーナー）、文化センター、図書館、生涯学習センターにて閲覧することができるほか、町公式ホー
ムページからもダウンロードすることができます。
〇意見書の提出ができる方
・町内に住所を有する方
・町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体の方
・町内に所在する事務所または事業所に勤務する方
・町内に所在する学校に在学する方
・町に対して納税義務を有する方
・本計画案に利害関係を有する方
〇意見書の提出方法
　意見書（様式第１号）は、役場（行政棟１階情報公開コーナー）、文化センター、図書館、生涯学習センターに設置するほか、
町公式ホームページからもダウンロードすることができますので、必要事項を記入して下記の方法により提出してください。
　電話や窓口における口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。

パブリックコメントパブリックコメントのの実施実施 ご意見を募集します
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